
- いじめ防止 -

（いじめの禁止）第４条 児童等は、いじめを行ってはならない。 ※いじめ防止対策推進法より抜粋

（保護者の責務等）第９条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がい

じめを行うことがないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものと

する。

児童会

○ 丸尾中生徒会が策定した「い

じめゼロ宣言」を活用したり，

いじめに関わる問題を学級活

動や代表委員会の議題に取り

上げたりする。

関係機関との連携

○ 校内に児童や保護者等の悩み

を積極的に受け止めることが

できる教育相談体制を整備す

るとともに，その充実に向け，

スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカーなど

専門家の活用を図る。

○ 学校以外の相談窓口について，

周知や広報を継続して行う。

ＰＴＡ・地域との連携

○ 懇談会や学校だより等により，

いじめ防止対策や対応につい

ての啓発を行う。

○ ＰＴＡの各種会議において，

情報を提供し，意見交換する

場を設ける。

○ インターネットによるいじめ

について啓発を行い，家庭で

の目配りを依頼する。

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため，校長・

教頭・生活指導主任・養護教諭・当該学級担任により構

成される「いじめ対策委員会」を設置する。必要に応じ

て委員会を開催する。

いじめは，いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健全な成長及

び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせるお

それがあるものである。このようないじめを防止し，児童が安心して生活し学ぶことができる環

境づくりを行うことは，学校の責務である。そこで，本校では，家庭・地域等との連携を図りな

がら，「いじめの防止」「早期発見」「いじめへの対処」を実効的なものにし，「いじめへの組織的

な対応」「重大事態への対処」等に関する具体的な内容や取組を明らかにするために，本方針を策

定するものである。

 （いじめの定義）第２条 「いじめ」とは，児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍す

る学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心

理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって，当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。        

                  ※ いじめ防止対策推進法より抜粋 

【めざす児童像】

○あいさつ とびかう 元気な子

○最後まで 一生懸命 がんばる子

○人には 親切 やさしい子

いじめ対策委員会

専門家・外部関係者

必要に応じて，「学校サポータ

ー」も，委員会の構成員として加

わる。

また，必要に応じて，スクール

カウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーの派遣要請を行う。

長崎市立朝日小学校いじめ防止基本方針



- いじめ防止 -

  
 
○ いじめを生まない生き生きとした学校づくりに向け，校内の指導体制の確立，家庭・地域社会との連携強化，いじめ

の問題を自分たちの問題と捉えられる児童の自己指導能力の育成を図る。  

（１）校内指導体制の確立‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥いじめの重大性を全職員で認識し，一致協力した指導体制を確立する。  

（２）教師の指導力の向上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥研修でいじめへの共通理解を図り，観察力や対応力の向上に努める。 

（３）人権意識と生命尊重の態度の育成‥‥‥‥人権教育の充実に努め，自己肯定感や社会性を培う取組を継続する。 

（４）道徳的実践力を培う道徳教育の充実‥‥‥いじめ防止や生命尊重等をねらいとした道徳の時間の指導を実践する。 

（５）児童の自己肯定感の育成‥‥‥‥‥‥‥‥自他を認め合い一人一人に居場所のある学校生活を築いていく。 

（６）児童の自己指導能力の育成‥‥‥‥‥‥‥児童会活動で，いじめに関わる問題を取り上げ，指導・支援する。 

（７）家庭・地域社会・関係機関との連携強化‥懇談会でいじめ問題を取り上げ，地域ぐるみの対策を推進する。 

（８）学校基本方針の周知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥方針を学校のＨＰで公開し，保護者・地域住民と協力して取り組む。 

（９）学校基本方針による取組の評価‥‥‥‥‥学校評価の項目に加え，計画的かつ継続的な点検・評価に取り組む。 

 （学校及び学校の教職員の責務）第８条 学校及び学校の教職員は，基本理念にのっ

とり，当該学校に在籍する児童等の保護者，地域住民，児童相談所その他の関係者と

の連携を図りつつ，学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに，当該

学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは，適切かつ迅速にこれ

に対処する責務を有する。  

  
 
○ 日頃から児童の見守りや信頼関係の構築に努め，児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つよ

うにする。また，定期的な相談カードやアンケート調査などの取組により，児童がいじめを訴えやすい体制を整え，い

じめの実態把握に取り組む。  

（１）教職員による観察や情報交換‥‥‥‥‥‥‥児童の些細な変化に気づいた場合，担任に直接知らせたり，主幹教  

                       諭等に伝えたりして，いつでも情報を共有できるようにする。     

（２）定期的なアンケート調査や個人面談の実施‥児童の生活実態について，「相談カード」や「いじめアンケート」， 

                       個別面談などを活用して，きめ細かな把握に努める。 

（３）教育相談体制の整備‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥児童や保護者の悩みを積極的に受け止めることができる教育相談体 

                       制を整備する。その充実に向け「学校サポーター」を活用する。 

（４）情報の収集‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥児童の悩みや相談をより多く受け止めることができるよう，育友会 

                       や地域の関係団体と組織的に連携・協働する体制を構築する。 

（５）相談機関等の周知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥学校以外の相談窓口について，周知や広報を継続して行う。 

  いじめの早期発見 

  
 
（１）いじめの発見や相談を受けたときの対応 

    遊びや悪ふざけなど，いじめと疑われる行為を発見した場合，その場でその行為を止める。児童や保護者から 

   いじめの相談や訴えがあった場合は，真摯に傾聴し，正確かつ迅速な事実関係の把握に努める。 

（２）組織的な対応 

    発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず，「いじめ対策委員会」へ報告し，情報を共有する。その後は， 

   当該組織が中心となり，速やかにその指導・支援体制を組み，対応の組織化を図る。 

（３）いじめられた児童及びその保護者への支援 

    被害児童の心のケアやいじめから守り通すための対応を行う。また，家庭訪問等により，確実な情報を迅速に 

   保護者へ伝え，今後の対応について保護者と情報を共有する。併せて，被害児童にとって信頼できる人と連携し， 

   児童に寄り添い支える体制をつくる。状況に応じ，ＳＣやＳＳＷなどの外部専門家の協力を得る。 

（４）いじめた児童への指導又はその保護者への助言 

いじめが確認された場合，学校は組織的にいじめを止めさせ，その再発を防止する措置をとる。加害児童に心 

       理的孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下，特別の指導計画による指導（出席停止も含む）の他， 

    警察等との連携による措置も含め毅然とした対応を行う。また，保護者に対して継続的な助言を行う。 

（５）集団への働きかけ 

「観衆」や「傍観者」の中からいじめを抑止する「仲裁者」が現れるよう，あるいは誰かに相談する勇気をも

つよう指導する。互いを尊重し，認め合う人間関係を構築できるような集団づくりに努める。 

（６）ネット上のいじめへの対応 

     ネット上の不適切な書き込み等については，被害の拡大を避けるため，直ちに削除する措置をとる。また，必 

要に応じ，警察や法務局等と適切な連携を図る。 

  いじめに対する措置 

  
 
（１）重大事態の発生の報告（学校→教育委員会生徒指導係） 

（２）事実関係を明確にするための調査の実施 

   ・重大事態に至る要因となったいじめ行為が，①いつ（いつ頃から） ②誰から ③どのような態様であったか 

    ④いじめを生んだ背景や事情 ⑤児童の人間関係にどのような問題があったか ⑥学校・教職員がどのように 

    対応したか などの事実関係を可能な限り時系列的に明確にする。 

（３）調査結果の報告（学校→教育委員会生徒指導係）・ 被害児童及びその保護者に対する情報の提供・説明 

  重大事態発生時の取組 

いじめ問題への取組

いじめの防止
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校長・教頭への報告

●速やかに関係児童生徒から事情を聴き取るなどして、いじめ対策
委員会と連携して、いじめの事実の有無の確認を行う。

●つながりのある教職員を中心に、即日、関係児童生徒（加害、被害
とも）の家庭訪問を行い、事実関係を伝えるとともに、今後の学校と
の連携方法について話し合う。

●「いじめ対策委員会」での関係児童生徒からの聴き取りや

今後の指導･支援体制を組む。

●犯罪行為として取り扱うべきものと判断した場合は、ためら

うことなく、所轄警察署に相談し、適切に援助を求める。

関係機関

●いじめが疑われるような動きがあった場合
●いじめを発見した場合
●児童生徒や保護者、地域住民から相談や通報があった場合

● 被害児童生徒を守り通すととも

に、いじめられた児童生徒にとっ

て信頼できる人（親しい友人や教

員、家族、地域の人等）と連携

し、寄り添い支える体制をつく

る。

● いじめた児童生徒には、いじめは人格を傷つける行

為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚さ

せるとともに、不満やストレスがあってもいじめに向

かわせない力を育む。

● いじめを見ていた児童生徒に対しては、自分の問題

として捉えさせるとともに、いじめを止めることはで

きなくても、誰かに知らせる勇気を持つように伝え

る。

●遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合は、
その場でその行為をやめさせる。
●一人で抱え込まず、速やかに関わりのある教職員に報告し、組織
で対応する。

いじめが発生した場合の対応 （フロー図）

いじめの情報

 担任・生徒指導担当

へ報告

  いじめ対策委員会

  被害児童生徒への継続した支援

保護者への継続した支

援と助言

状況に応じて指導･支援体制を検討し、「組織」でより適切な対応を行い、いじめ
への取組を行う。

  情報キャッチャー

  加害児童生徒への継続した指導

直ちに報告する
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※毎月１回、生活部会実施（児童についての情報交換）

月 活 動 内 容 月 活 動 内 容

４月 研修会（方針の周知）、児童情報交換、相談カード実施 10月 相談カード実施  

５月 相談カード実施  11月 いじめアンケート実施  

６月 教育週間、いじめアンケート実施  12月 人権集会  

７月 相談カード実施 １月 相談カード実施

８月 ２月 いじめアンケート実施  

９月 相談カード実施 ３月 気になる子引継書作成  

６ 様々な相談機関

相 談 機 関 電話番号 住所・メールアドレス 相談可能な時間

こども総合相談（子育て支援課） 822-8573 長崎市桜町6-3 8:45～17:30 

825-5624  「e-kao」HPを検索し、相談フォームへ

親子ホットライン（県教育ｾﾝﾀｰ） 0120-72-5311  大村市玖島１丁目24-2  9:00～20:50（月～金）

こころの電話（長崎こども・女性・障害者支援センター） 847-7867  長崎市橋口町10-22  9:00～16:30（月～金）

子ども・家庭110番（長崎こども・女性・障害者支援センター） 844-1117  長崎市橋口町10-22  9:00～20:00（毎日）

（２）学校の生活場面でのチェックポイント

①学級の雰囲気

□グループにしかわからないあだ名で特定の子どものことを話して

いる。

□全体的にやる気がなく、行事などでも盛り上がらない。覇気が感

じられない。

□教師の話や指導が空回りしているような雰囲気がある。

□教師が教室に入ると教室外に出たりするなど、教師を避けがち

になる。

□特定の子どもが当番活動や係活動を何度も担当し、役割交代が

見られない。

□休み時間など、特定のグループが校内の特定の場所に集まる。

□ひそひそ話や陰口が多くなり、お互いにそれを気にする雰囲気

が感じられる。

□特定の子どもがグループから離れて一人で行動するようになる。

※ 以下の項目については，上記の項目を含め，「いじめのチェ

ックリスト」として別紙にて提示

（１）いじめられている子どもが発するサイン

①からだや体調

□衣服が汚れていたり、破れていたりすることがよくある。

□傷やあざがあるのか、腕や足、首などの肌を隠そうとする。

□頭痛、腹痛、吐き気を訴え、保健室や職員室への出入りが煩雑

である。

②しぐさや態度

□どこかおどおどして、脅えているように感じられる。

□元気のない、浮かない顔をしている。

□教師と視線を合わせようとしない。

（教師の目を避けている。）

□何事にも集中力がなくなって、ぼんやりすることが多い。

③友達との関係

□周りの友達に異常なほど気を使っているように見える。

□人のいいなりになっているように見える。

（いわゆる使い走りではないか？）

□今まで付き合っていたグループから急に離れた。

□交友関係が急に変わった。

□嫌なあだ名で呼ばれている。

いじめのチェックリスト

５ 年間活動計画（研修計画も含む）


